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「第２次紫波町地域福祉活動計画」（素案）に関わる意見公募結果 

 

１ 意見募集期間 

 令和４年 12 月 23 日（金）～令和５年１月 20 日（金）まで 

 

２ 意見提出者数 

 ３名の方から意見等をいただきました。（提出方法の内訳は下記のとおり） 

提出方法 人 数 

電子メール １名 

郵 送 １名 

持 参 １名 

 

３ 周知方法 

 しわ社協だより、紫波町社会福祉協議会ホームページ及びフェイスブック 

 

４ 閲覧場所 

 紫波町社会福祉協議会ホームページ及びフェイスブック、紫波町総合福祉センター及び

けやき学園、さくら製作所、虹の保育園に資料を設置 

 

５ 提出された意見の概要と紫波町社協の考え方 

番号 提出された意見等 回 答 計画との関連箇所 

１ ①うつ病や双極性感情障

害等精神疾患に悩んで

いる人達に寄り添った

思いやりのあるやさし

い社会の構築が必要と

思います。 

②上記に相応しい人材・職

員の育成、確保が不可欠

と思います。 

 

③自主事業の紫波町ふれ

あいカフェや医療機関、

①困りごとや悩み事を抱

えた方が気軽に安心し

て相談できる場の提供

に努めてまいります。 

 

 

②ＳＯＳをしっかりと受

け止めることが出来る

よう専門職の育成と配

置を進めてまいります。 

③ふれあいカフェ事業の

充実（毎月開催）と専門

基本目標２基本施策１ 

 

 

 

 

 

基本目標１基本施策３ 

基本目標２基本施策１ 

 

 

基本目標１基本施策１  

     基本施策２ 
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紫波町等関係機関・団体

等との連携事業等の充

実強化。 

④民生委員をはじめ精神

患者と接する者の専門

研修、接遇等各種研修会

等の定期実施。 

 

⑤精神障害者を１人もと

りこぼさない福祉のま

ちづくりの実現を強く

望みます。 

職を中心に新たな相談

体制を構築するよう努

めてまいります。 

④関係機関並びに関係者

を対象とした研修を定

期的に実施できるよう

研修計画を構築してま

いります。 

⑤SDGｓの観点からも誰ひ

とりとして取り残さな

い福祉のまちづくりを

実現するため、今後５年

間の中で実践に努めて

まいります。 

基本目標２基本施策１ 

 

 

基本目標１基本施策３ 

基本目標２基本施策１ 

 

 

 

基本目標１～３ 

２ ①20 ページからの第４章

施策の展開は大変わか

りやすく、具体的である

ことに感銘しました。素

案作りに関わった皆さ

んの努力に心から感謝

いたします。特に、生活

支援コーディネーター

の配置を２名から５名

への増進、コミュニティ

ソーシャルワーカーも

２名から５名に増員す

る計画は大歓迎です。21

ページの写真紹介でそ

の活動内容を推察する

ことはできますが、でき

れば活動件数と相談件

数だけではなく、その主

な活動と特徴などを記

載されていればよかっ

①現在、生活支援コーディ

ネーター及びコミュニテ

ィソーシャルワーカーに

ついて、第１層と呼ばれる

町全域を担当しておりま

す。今後、福祉課題へのニ

ーズや需要は益々高まる

ものと予測しており、体制

強化に向けた人的配置は

必要不可欠と考えており

ます。またその配置に必要

な財源については、県や町

と継続的に協議しながら、

財源確保に努めるととも

に、本会組織の再編も視野

に入れた専門職の配置を

進めてまいります。 

 

 

 

基本目標１基本施策１ 
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たなと思いました。ま

た、配置と増員になった

体制で地区社協や小地

域のコミュニケーショ

ンの機会と場づくり、そ

して連携して活動する

仕組みづくりについて、

大いに期待したいと思

います。アウトリーチの

活動が積極的に進めら

れることは大歓迎です。

ただ、こうした増員と体

制の強化について、人件

費と専門員の採用はど

う進めるのか。また、担

当地域など明確にして

取り組むのでしょうか。 

②24 ページの社会福祉協

議会の取組みの見える

化についてですが、今回

はじめて地域福祉活動

計画なるものがあるこ

とを知りました。多くの

町民は知っていないの

ではないかと思います。

地区社協でもこの計画

について話題になった

ことや内容等について

話し合ったこともあり

ません。またこの計画の

閲覧場所に地区公民館

が入っておらず、町の市

民参加の取組みから見

ても、もっと町民に見て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②閲覧場所について、各地

域のより身近な拠点（公民

館等）や多くの町民が集う

場所などに計画を公表し、

意見を広く募るよう閲覧

場所について、今後検討し

てまいります。また本会ホ

ームページについて、認知

度を高めるため印刷物等

へ QR コードを表示した

り、SNS との連動や社協ア

プリの開発を進めること

で、多様な手段できめ細や

かに情報を入手しやすく、

併せて気軽に誰でも相談

できる（窓口につながる）

環境を整えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１基本施策３ 
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もらい意見を聞く機会

を広げ広報した方が良

いと思いますが、いかが

なものでしょうか。その

点で 25 ページの成果指

標の確実な実施と特に

社協アプリの開発に期

待するとともに、誰でも

スマホで相談や困りご

とが相談窓口につなが

るような体制を望みま

す。役場のホームページ

は良くみますが、社会福

祉協議会のホームペー

ジはなかなか見ること

がありません。改善を望

みます。 

３ ①生活支援コーディネー

ターの配置について、現

在包括支援センター１

名、社協に１名が配置さ

れています。現状と目標

値の内訳の記載が必要

と思います。 

①現状値の内訳に記載さ

せていただきます。また目

標値への記載については、

財源の観点から町と継続

的に協議していく必要が

あると考えており、内訳の

記載については慎重に取

り扱っていくことが望ま

しいと捉えております。 

基本目標１基本施策１ 

 


